
大和市告示第１８２号 

大和市小口零細企業資金融資制度要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２７年９月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市小口零細企業資金融資制度要綱の一部を改正する要綱 

大和市小口零細企業資金融資制度要綱（平成２０年大和市告示第２２４号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「第２条第２項各号」を「第２条第３項第１号から第６号まで」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 


